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Ⅰ.研究の背景と目的

　多くの社会福祉士は，社会福祉施設に従事

している。我が国では，第二次世界大戦後，

社会福祉施設には生活指導員や生活相談員と

いう職種名の相談援助専門職を配置してきた

歴史的経緯がある。1987年に社会福祉士及び

介護福祉士法が制定され，社会福祉専門職の

国家資格制度がスタートした。

　しかしながら，社会福祉専門職資格制度が

創設されても，社会福祉施設に配置されてい

る生活相談員や生活指導員といった職種に従

事している者の社会福祉士国家資格有資格者

は少ない現状がある。

　本稿では，我が国で長い歴史と実践を有す

る生活指導員や生活相談員などの施設ソーシ

ャルワーカーの課題を明らかにすることを目

的とする。

Ⅱ．本　論

１．生活相談員に関する先行研究

１）社会福祉士国家資格制度萌芽期の観点から

　1987年の社会福祉士および介護福祉士法の

制定，施行以降，社会福祉士養成教育におけ

る実習職種あるいは実習指導者として生活相

談員（生活指導員）が位置づけられている。

　佐藤，高橋（1996）が行った調査結果では，

生活相談員（生活指導員）の社会福祉士国家

資格取得状況について「社会福祉士の有資格

者（5.1％），社会福祉士受験資格保持者（21.4

％」，持っていない者（73.5％）」であった。

さらに社会福祉士の資格を保有していない生

活相談員に対し資格取得の意向を尋ねたとこ

ろ「取得したい（44.0％），取得したいとま

では考えていない（15.5％），まだわからな

い（40.5％）」であった。

　資格取得に肯定的な意見としては，「専門

性や資質を高める，知識を身に付ける，自己

研鑽，社会的評価，生活相談員の地位向上」

などであった。しかしながら，資格取得に否

定的な意見としては，「資格制度に疑問，定

年が近いなど年齢的なものによって勉強する

つもりはない，人事によって配置替えになる，

現在の主事資格等で十分」などであった。

　さらに佐藤，高橋（1996）は，「生活相談

員が社会福祉士資格制度に地位や社会的認知

度の向上に期待を抱きつつ，一方で社会福祉

士の専門性に疑問視する，短期間しか関わら

ないなどが社会福祉士資格取得有無の裏側に
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ある」と述べている。

　なお，資格制度後に福祉系大学を卒業した

者以外が社会福祉士受験資格を取得するため

には，社会福祉士一般養成施設（主に通信課

程）を修了しなければ受験資格を取得できな

い。しかしながら，当時は社会福祉士国家資

格を取得するよりも社会福祉士一般養成施設

（通信課程）へ入学することのほうが難しい

とされていたことを付記しておく。

２）介護支援専門員（ケアマネジャー）の観点から

　2000年の介護保険制度導入以降，入所型の

高齢者福祉施設には，生活指導員から名称を

変更した生活相談員と介護支援専門員（ケア

マネジャー）の配置が義務付けられた。制度

創設時は生活相談員あるいは介護主任が，介

護支援専門員を兼務する場合が多く見受けら

れた。昨今では生活相談員とは別に施設サー

ビス計画（ケアプラン）を立案する介護支援

専門員が，生活相談員とは別に業務内容を区

分し独立して配置されるようになってきた。

本節では介護支援専門員の配置と生活相談員

の業務関連性について整理したい。

　介護支援専門員は医師，看護師など医療系

の有資格者と社会福祉士，介護福祉士，精神保

健福祉士の福祉系有資格が代表的な基礎資格

として位置づけられている。長期的な支援を

必要とするクライエントに対してケアマネジ

メントの手法を用いて支援を進めていくこと

は，極めて重要な支援の方法のひとつである。

　とりわけ介護保険制度導入は，急速に我が

国においてケアマネジメントの概念を広めて

いく契機となった。特に高齢者福祉施設にお

いてケアマネジメントを展開していくために

は，本来的なケアマネジメントとの理念に基

づいた支援を担うことができる福祉系の専門

職が実践し支援を進めていくべきであろう。

　副田（2008）はケアマネジメントの展開が

我が国の高齢者福祉に対するソーシャルワー

ク論に及ぼした影響について「専門職として

の自律性（対政府，対行政組織）と基盤とす

る価値の観点からの議論はあまり見られない」

と指摘している。さらに副田（2008）は，我

が国のソーシャルワークのアイデンティティ

を問うにあたっての課題として「国の専門職

養成教育内容への縛りや専門職研修内容への

関与，介護保険における政策転換や矢継ぎ早

に出される施策，事業実施への指示やガイド

ラインの多さ」などについても言及している。

　周藤（2002）は「生活指導員の位置・役割

が施設サービスの方向づけをするとともに質

の向上への起点になる」「生活指導員と介護

支援専門員兼務の現状は，ケアマネジメント

の展開が十分にできていない実情を示してい

る」と述べている。また，周藤（2002）は生

活指導員と介護支援専門員の関連性につい

て，「介護計画書の実施がどのように本人の

生活に反映しているかを介護実務者とは別の

視点から利用者の立場に位置して評価すると

いう役割がある。それは施設サービス計画担

当介護支援専門員とは異なる重要な業務であ

る」と述べている。

　さらに周藤（2002）は生活指導員論を検討

する際には，「かつての処遇管理者論台頭時

期の論議が行われていなかった。施設でのケ

アマネジメントの展開が本格的に議論される

時期には，再度議論されるべき課題であろう」

と指摘している。
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２．レジデンシャル・ソーシャルワークの概念

　現代福祉学レキシコン（第２版）』において，

小笠原は施設ソーシャルワークを以下に示す

３点について総合的・一体的体系として定義

している。

① 日常生活援助としてのケア（care）―介護

や基本的生活習慣の獲得を含む―を基礎に

して，社会的自立をめざす自立・発達（広

義の教育）への援助，障害改善・克服への

治療・訓練を軸とする生活形成を目的とす

る個別援助の体系

② 施設生活の中での人間関係の調整や心理

的・情緒的支持・援助，家族関係の調整，

さまざまな集団活用への援助など従来のケ

ースワーク，グループワーク，集団援助の

方法などのソーシャルワークの体系

③ 援助の見通しをもった展開としての援助計

画，その円滑な運営としての業務の組織的

運用・業務分担，業務組織，チームワーク

の方法，勤務管理，人事管理，経営管理な

どの社会福祉運営管理法

　『エンサイクロペディア社会福祉学』におい

て福富（2007）は，施設ソーシャルワークを「施

設ソーシャルワークという用語は入所施設に

おける実践を指す用語であり，欧米ではレジ

デンシャル・ソーシャルワークあるいはレジ

デンシャルワーク，レジデンシャルケアなど

の用語が用いられる。日本において用いられ

る介護実践を指すケアワークよりも広い概念

であり，その内容は入所者に対するケアの提

供や相談機能といった直接的なアプローチだ

けではなく，職員集団や利用者に提供するさ

まざまなプログラム，サービスの質の向上や

リスクマネジメント等，施設全体の運営管理

を含む概念と考えられる」と定義している。

３．分野別（領域別）におけるレジデンシャ

ル・ソーシャルワーク

１）高齢者福祉領域

　高齢者福祉領域におけるレジデンシャル・

ソーシャルワークの概念から整理したい。

　芳賀（2006）は，特別養護老人ホームにお

けるレジデンシャル・ソーシャルワークを

「サービス提供主体である施設内の様々な機

能（組織・建物・運営・処遇方針等）を充実

させ，入居者はもとより地域やその住民に対

して情報提供を行い，総合的な福祉サービス

を展開すること」と定義している。

　また，竹内（2013）は，レジデンシャル・

ソーシャルワークを「ケアワークとソーシャ

ルワークを統合したもの」として捉えてい

る。そのうえで高齢者施設における利用者支

援（レジデンシャル・ソーシャルワーク）を

実習教育と関連付けて定義している。そして，

竹内（2013）は，「単に身辺的な生活支援の

みにとどまることなく，人との関係性をもっ

とも重要な課題として捉えることにより，人

間の尊厳を守っていくことが最も大切なので

ある。利用者の思いや声に耳を傾け，ややも

すると受動的になりがちな高齢者の日々の生

活において，職員が積極的に介入し，毎日の

プランを共に考え，生きる意味を与えられる

ことができるかどうかが重要であろう。毎日

の身辺的なケアにおける積極的な介入をレジ

デンシャル・ソーシャルワーク実習教育の根

幹に置きつつ，そこでのコミュニケーション

技法や面接技法（日常生活場面面接），ケア

プラン策定におけるアセスメント技法につい

て学ぶことは，最も重要な実習課題の一つで

あるといえる」と述べている。
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２）児童福祉領域

　次に児童福祉領域におけるレジデンシャル・

ソーシャルワーク概念について整理したい。

　北川（2010）は，児童養護施設における支

援課程をソーシャルワークと関連させ暫定的

に定義している。北川は，「子ども家庭福祉

に連なる法制度が共通して掲げる理念や目標

を達成するために，あるいは各人が保持する

困難を跳ね返す＜力（resiliency）＞に着目し

ながら，環境との相互接触面に生起した施設

を利用する子どもとその家族が抱える生活課

題（life task）への処理能力（coping ability）

を高め，応答性（responsiveness）の増進を

図るため，人としての尊厳に満ちた生活の基

盤となる衣食住並びに健康管理に関する知識

と技術を駆使しながら，実際の業務は日常生

活の＜世話（care）＞と媒体（support media）

に子どもと家族の生活を支援し，権利をする

取り組み（practice of social work with care 

for living），あるいは目的意識的な関わりの

過程（purposeful supporting process）と，そ

れを計画し評価するまでの取り組み全体によ

って構成される」と定義している。

　宮崎（2017）は，レジデンシャル・ソーシ

ャルワークに関する文献レビューを踏まえ，

「レジデンシャル・ソーシャルワークの概念

規定とも関連するが，レジデンシャルワーク

はケアワークとソーシャルワーク，アドミニ

ストレーションの総体として捉えられること

が多い」と述べている。さらに宮崎（2017）は，

「レジデンシャル・ソーシャルワークはレジ

デンシャルワークの中でもソーシャルワーク

の視点や枠組みを強調した概念である」と指

摘している。

４．レジデンシャル・ソーシャルワークの機

能と役割

　米本（2012）は，「レジデンシャル・ソー

シャルワーク９機能モデル」を提示している。

① 利用者の〔心＝身＝社会連関・生活・環境〕

に関する情報の集約点であること

② 利用者への個別援助計画の作成・実施・モ

ニタリング・評価の機能

③ 利用差の個別相談援助機能（狭義の固有の

SW実践）

④ 調整機能

⑤ 施設評価機能と施設改革機能

⑥ 資源開発機能

⑦ 研究機能

⑧ 教育機能

⑨ リスクマネジメント機能

　また，川上（2008）は，レジデンシャル・

ソーシャルワークの特徴と機能について「施

設を中心に用いられるソーシャルワーク，入

所相談や入所利用契約から援助が開始され

る。施設内の援助は定型的で必要なサービス

も揃っており，静的な印象があるが，決して

簡単な援助というわけではない。一人ひとり

の利用者の状態や希望に応じた援助目標・援

助計画を立て，施設内サービスのマネジメン

トを行うだけでも大変な業務である。また，

そのモニタリングや苦情対応，それらを受け

ての職員研修の企画実施，効果測定や施設サ

ービス評価，利用者組織・家族組織づくり，

家族との連絡調整，情報開示，他事業所との

連携，地域との関係づくりなど，利用者と施

設環境の接点に介入し，利用者の満足度や

QOLを高めたり，地域自立生活に向けた生

活・就労のあらゆる援助を含む。退所・卒園

支援などフィールド・ソーシャルワークにま
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たがる部分も存在する」と整理している。

　さらに，伊藤（2007）は，児童養護施設で

行うソーシャルワークの介入・調整活動がも

つ特徴として以下の４点を挙げている。

① 支援目標や目的に応じて，介入・調整の場

面や手段・主たる担い手は異なる。

② 一人の子ども（あるいは親子）に対して複

数の介入・調整が同時あるいは連続的に行

われる。

③ さまざまな介入・調整活動の基盤となるの

は日常生活場面における介入・調整活動を

通して構築した職員−子ども間の信頼関係

である。

④ あらゆる介入・調整活動が最終的（長期的）に

目標とするのは，子どもの自立支援である。

Ⅲ．考　察

　2000年以降，我が国の社会福祉のあり方が

大きく変化した。施設ソーシャルワークの担

い手は従前の生活相談員等だけではなく，介

護支援専門員，サービス管理責任者の配置な

ど，変化してきている。

　いずれにおいても，これらの職種の担い手

には社会福祉士が想定される。しかし，必ずし

もその担い手は，社会福祉士有資格者だけに

は限らない。レジデンシャル・ソーシャルワー

クを担うソーシャルワーカーは，制度改正等

によって役割や業務が変化してきた点もある。

　生活相談員等の施設ソーシャルワーカーの

本来的な業務と思われる米本が示した「レジ

デンシャル・ソーシャルワーク９機能モデ

ル」は，分野や領域を問わず，ある一定程度

共通していると思われる。しかし，分野，領

域，種別あるいは各施設によっては，米本が

示す９機能だけがすべてではない。利用者の

ニーズあるいは施設の特性によっては，施設

ソーシャルワーカーにはレジデンシャル・ソ

ーシャルワークの９機能以外の機能が求めら

れると言える。

　代表的な例としては，伊藤や宮崎が指摘し

ているソーシャルワークとケアワークとの関

係性である。施設ソーシャルワーカーの役割

や業務にケアワークを含むべきか否かという

議論である。いわゆるソーシャルワークとケ

アワークの「分離論」と「融合論」と言われ

ている。

　上田ら（2013）は，調査研究の結果，「特

別養護老人ホームの生活相談員が，ソーシャ

ルワークとケアワークを両立して実践してい

ることが実証的に確認された。複数の先行研

究にて，重篤な要介護者である利用者の情報

収集や他職種との連携を深めるうえでソーシ

ャルワークおよびケアワークの両立的実践の

重要性を唱えられてきたが，実践現場でも両

立した実践が行われていることが明確化され

た」と述べている。

　施設ソーシャルワーカーは，ケアワークが施

設ソーシャルワーカーの役割や業務と位置付

けるべきか課題の一つと言える。社会福祉士

が施設ソーシャルワーカーの担い手として考

えた場合，社会福祉士養成教育ではケアワー

クについては養成カリキュラムには位置づけ

られていない。したがって，社会福祉士養成

教育と施設が求めるソーシャルワーカーに対

する役割や業務は一致していないことになる。

　社会福祉士養成教育の中核をなす相談援助

実習で実習生がケアワークを実行させること

のリスクについて米本（2014）は，４点指摘

している。
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① 社会福祉士の養成課程においては介護や保

育・療育等の技術をそもそも習っていない。

② ケアワークを体験させることで，肝心のソ

ーシャルワーク実習が短縮される。

③ 短い実習時間で社会福祉士としての専門的

実習を行うべきであるなかで，他の専門職

の実務を経験させるということは，それが

素人にもできるということを肯定してしま

うことであり，その専門職の専門性を否定

することになる。

④ ケアワークの実習は利用者と現場の理解に

つながるという肯定論があるが，両者には

その専門職固有の方法があり，他の専門職

の方法とは異なるものとして教育・指導さ

れている。

　これらの指摘は相談援助実習における実習

プログラミングや指導に対するものである。

さらに米本（2014）は，「歴史的にみて我が

国の社会福祉実践は，いわゆる入所型施設に

おける施設処遇論として発展してきた面もあ

り，直接処遇とソーシャルワーク実践が明確

に峻別されず，混然一体とした実践であった」

と述べている。

　このような歴史的経緯から施設ソーシャル

ワーク（レジデンシャル・ソーシャルワーク）

は，ソーシャルワークとケアワークとの関連

性が課題となっていた。

　ソーシャルワークとケアワークとの関連性

については，伊藤，宮崎，上田らの先行研究

では「融合論」，米本は「分離論」を唱えて

いることとなる。

Ⅳ．結　論

　施設ソーシャルワーカーは，我が国では長

い歴史を有する。しかし，その歴史的背景か

ら職種の専門性，社会福祉専門職資格制度，

法制度などの影響を受けながら，役割や業務

が変化してきた。「レジデンシャル・ソーシ

ャルワーク９機能モデル」を契機に施設ソー

シャルワーカーの業務は整理されつつあると

言える。

　一方で施設処遇論として発展してきた経緯

があり，とりわけ施設ソーシャルワーク（レ

ジデンシャル・ソーシャルワーク）はソーシ

ャルワークとケアワークとの関係性をどのよ

うに捉えるべきか明確となっていない。施設

ソーシャルワーカーの役割や業務がいわゆる

「融合論」か「分離論」かだけではなく，領域・

種別・各施設の実情に沿って施設ソーシャル

ワーカーの業務や役割を構築していくことが

重要であると考えられた。

Ⅴ．今後の課題

　本稿では文献研究による施設ソーシャルワ

ーカーについて研究した。今後は，領域・分

野別の実情に沿ったモデル構築が求められ

る。さらに，施設に配置されている他職種や

施設長などの管理職と施設ソーシャルワーカ

ー自身が感じている役割や業務について明ら

かにし，研究を積み重ねていくことが急務で

ある。
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